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令和７年度兵庫県水防計画 

第１章 総 則 

第１節 目 的 

この計画は、水防法(昭和24年法律第193号。以下「法」という。) 第７条第１項の規定に基づき、同

法第１条の目的を達成するため、兵庫県管内の河川、海岸、港湾、ため池、内水(法第２条第１項に定める

雨水出水のこと。以下同じ)等に対する水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及びダム又は水門もし

くは閘門の操作、水防のための水防団及び消防機関の活動、水防管理団体間の協力及び応援並びに水防に

必要な水防倉庫、器具、資材等の整備及び運用についての大綱を示したものである。 

 

第２節 用 語 の 定 義 

１ 兵庫県水防本部 

兵庫県域における水防を統括するため、兵庫県に設置する水防本部をいう。 

２ 水防管理団体(法第２条第２項) 

水防の責任を有する市町をいう。 

３ 指定水防管理団体(法第４条) 

水防管理団体のうち、水防上公共の安全に重大なる関係のあるものとして知事が指定した水防管理団

体をいう。 

４ 水防管理者(法第２条第３項) 

水防管理団体である市町の長をいう。 

５ 消防機関の長(法第２条第５項) 

消防本部を置く市町にあっては消防長を、消防本部を置かない市町にあっては消防団の長をいう。 

６ 水防警報(法第２条第８項) 

国土交通大臣又は知事が、それぞれ指定した河川又は海岸について、洪水、津波又は高潮によって災 

害がおこるおそれがあるとき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。 

水防警報第１号＝待機 

水防警報第２号＝準備 

水防警報第３号＝出動 

水防警報第４号＝解除 

７ 水防警報河川又は水防警報海岸(法第16条) 

(1) 国土交通大臣が、洪水、津波又は高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあると認めて

指定し、公示した河川又は海岸をいう。 

(2) 知事が、前項以外の河川又は海岸で県民経済上重大な損害を生ずるおそれがあると認めて指定し、

公示した河川又は海岸をいう。 

８ 洪水、津波又は高潮予警報(法第10条、法第11条) 

気象庁長官(あらかじめ定められている河川については、国土交通大臣又は知事と気象庁長官とが共同

して)が、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるとき、その状況を周知さ

せるために行う発表をいう。 

９ 水位周知河川(法第13条) 

  国土交通大臣又は都道府県知事が、洪水により相当の損害が生ずるおそれがあるものとして指定した

河川をいう。 
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10 水位周知下水道(法第13条の２) 

  知事又は市町長が、雨水出水により相当の損害が生ずるおそれがあるものとして指定した公共下水道

等の排水施設等(排水施設又はこれを補完するポンプ施設もしくは貯留施設)をいう。 

11 水位周知海岸(法第13条の３) 

  知事が高潮により相当の損害が生ずるおそれがあるものとして指定した海岸をいう。 

12 水位到達情報 

  水位周知河川、水位周知下水道または水位周知海岸において、あらかじめ定めた氾濫危険水位（洪水

特別警戒水位、雨水出水特別警戒水位または高潮特別警戒水位）への到達に関する情報のことをいう。 

このほか、水位周知河川においては氾濫注意水位(警戒水位)、避難判断水位への到達情報、水位周知

河川または水位周知海岸においては氾濫発生情報のことをいう。 

13 洪水浸水想定区域(法第14条) 

上記９により指定した河川について、国土交通大臣が定める基準に該当する想定最大規模降雨により

当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域をいう。 

14 雨水出水浸水想定区域(法第14条の２) 

  上記10により指定した排水施設等について、国土交通大臣が定める基準に該当する想定最大規模降雨

により当該排水施設に雨水を排除できなくなった場合又は、当該排水施設から河川等へ雨水を排除でき

なかった場合に浸水が想定される区域をいう。 

15 高潮浸水想定区域(法第14条の３) 

  上記11により指定した海岸について、国土交通大臣が定める基準に該当する想定し得る最大規模の高

潮により氾濫が発生した場合に浸水が想定される区域をいう。 

16 浸水被害軽減地区（法第15条の６） 

  洪水浸水想定区域内で輪中堤防その他の帯状の盛土構造物が存する土地（その状況がこれに類するも

のとして国土交通省令で定める土地含む。）の区域であって浸水の拡大を抑制する効用があると認められ

る区域として水防管理者が指定した区域をいう。 

17 兵庫県災害対策本部 

災害対策基本法第23条(昭和36年法律第223号)に基づき災害に対する緊急措置を迅速かつ強力に実

施するため、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、知事が必要と認めて設置する機

関をいう。 

18 水防指令 

兵庫県水防本部長(知事)が、県の機関に対し、水防非常配備態勢につく指令をいう。 

水防指令第１号＝第１非常配備態勢（少数の人員） 

水防指令第２号＝第２非常配備態勢（概ね５割以内の人員） 

水防指令第３号＝第３非常配備態勢（原則として全員） 

19 水防団待機水位〔通報水位(法第12条第１項)〕 

河川にかかる量水標管理者(土木事務所長等。以下同じ)が、水防本部長に報告を開始する水位をいう。

(水防団待機の目安) 

(参考)おおむね以下のように設定している。 

〔水防団待機水位(通報水位)=氾濫注意水位(警戒水位)×0.7〕 
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20 氾濫注意水位〔警戒水位(法第12条第２項、第17条)〕 

増水時に水防管理者が水防団及び消防機関を出動させ、又は出動の準備をさせなければならない水位

として知事が定める水位をいう。河川の水位が当該水位を超えたとき、あるいは下回ったとき、量水標

管理者(土木事務所長等)は、水防本部長に報告することとなっている。 

(参考)おおむね以下のように設定している。 

(1) 改修済区域 

氾濫注意水位(警戒水位)=計画高水位×0.6～0.7 

(2) 未改修区域 

氾濫注意水位(警戒水位)=護岸高×0.5 

21 避難判断水位 

  市町が発する高齢者等避難の発令判断の目安となる水位であり、氾濫に関する情報について住民への

注意喚起となる水位。 

22 洪水特別警戒水位(法第13条第１項、第２項)  

  警戒水位(氾濫注意水位)を超え、洪水による災害の発生を特に警戒すべき水位で、水位周知河川にお

いては氾濫危険水位に相当する(市町が発する避難指示の目安)。 

23 雨水出水特別警戒水位(法第13条の２第１項、第２項) 

  雨水出水による災害の発生を特に警戒すべき水位をいう。 

24 高潮特別警戒水位(法第13条の３) 

  警戒水位を超える水位であって、高潮による災害の発生を特に警戒すべき水位をいう。 

25  氾濫危険水位 

洪水により相当の家屋浸水等の被害を生じる氾濫の起こるおそれがある水位をいう。市町が発する避

難指示の発令判断の目安となる水位で、水位周知河川においては洪水特別警戒水位に相当する。 

26 氾濫開始相当水位 

  危険箇所の堤防天端高など氾濫が開始する水位を、その箇所を受け持つ水位観測所の水位に変換した

水位であり、市町が発する緊急安全確保の発令判断の目安となる水位。 

27 水防連絡会 

各土木事務所等が、水防体制を強化するため、管内の水防管理団体等の関係機関と組織する会をいう。 

28 土木事務所(長)等 

行政組織規則第87条の13第１項及び第87条の15第１項に規定する各土木事務所(長)並びに第87

条の17に規定する尼崎港管理事務所(長)及び第87条の20に規定する姫路港管理事務所(長)をいう。 

  

 

第３節 水 防 の 責 任 

１ 兵庫県の責任(法第３条の６) 

県は、県下における水防管理団体が行う水防が十分に行われるように確保すべき責任を有する。 

２ 市町の責任(法第３条) 

市町は、その区域における水防を十分に果たすべき責任を有する。 

３ 気象庁長官(神戸地方気象台長)の責任(法第10条第１項) 

気象庁長官は、気象等の状況により洪水、津波又は高潮等のおそれがあると認められるときは、その

状況を兵庫県知事に通知するとともに、必要に応じて放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(以下

「報道機関」という。) の協力を求めてこれを一般に周知させなければならない。 
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４ 国土交通大臣(近畿地方整備局長)の責任(法第10条第２項、法第13条１項、法第13条の４、法第14

条、法第15条の９、法第16条第１項・第２項) 

(1) 国土交通大臣は、円山川、出石川、加古川、揖保川、中川、元川について洪水のおそれのあると認

められるときは神戸地方気象台長と共同して洪水予報を行い、猪名川、藻川について洪水のおそれの

あると認められるときは大阪管区気象台長と共同して洪水予報を行い、その状況を水位又は流量を示

して兵庫県知事に通知するとともに、必要に応じて報道機関の協力を求めてこれを一般に周知させな

ければならない。 

(2) 国土交通大臣は、あらかじめ指定した河川について洪水浸水想定区域の指定を行い、その区域及び

想定される水深を公表するとともに、関係市町長に通知するものとする。 

(3) 国土交通大臣は、あらかじめ指定した河川について洪水、津波又は高潮により重大な損害を生ずる

おそれのあると認められるときは、水防警報を行い、兵庫県知事に通知しなければならない。 

(4) 国土交通大臣は、あらかじめ指定した河川について、特別警戒水位を定め、当該河川の水位がこれ

に達したときは、その旨を当該河川の水位又は流量を示して関係都道府県知事に通知するとともに、

必要に応じて報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 

(5) 国土交通大臣は、洪水予報を行った場合もしくは洪水特別警戒水位に達したときは、その旨を関係

市町の長に通知しなければならない。 

(6) 国土交通大臣は、あらかじめ指定した河川について、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した

場合の水害による被害の軽減に資する組織を総合的かつ一体的に推進するために必要な協議を行う

ため、大規模氾濫減災協議会を組織する。 

５ 知事の責任(法第10条第３項、法第11条、法第13条第２項・第３項、法第13条の２第1項、法第

13条の３、法第13条の４、法第14条第１項・第３項、法第14条の２第１項・第３項、法第14条の３

第１項・第３項、法第15条の10第１項、法第16条第１項・第３項) 

(1) 知事は、あらかじめ指定した河川について、洪水のおそれのあると認められるときは、神戸地方気

象台長と共同して洪水予報を行い、その状況を水位又は流量を示して直ちに水防計画で定める水防管

理者及び量水標等の管理者に通知するとともに、必要に応じて報道機関の協力を求めてこれを一般に

周知させなければならない。 

(2) 知事は、下記のとおり各々の浸水想定区域の指定を行い、その区域及び想定される水深を公表する

とともに、関係市町長に通知するものとする。 

   ア 洪水予報河川及び水位周知河川にかかる洪水浸水想定区域 

   イ 水位周知下水道にかかる雨水出水浸水想定区域 

   ウ 水位周知海岸にかかる高潮浸水想定区域 

(3) 知事は、あらかじめ指定した河川又は海岸について、水防警報を発表しなければならない。 

(4) 知事は、あらかじめ指定した河川について、洪水特別警戒水位を定め、当該河川の水位がこれに達

したときは、その旨を当該河川の水位又は流量を示して水防管理者及び量水標管理者に通知すると

ともに、必要に応じて報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。あらか

じめ指定した公共下水道等の排水施設等にかかる雨水出水特別警戒水位を定めた場合及び、あらか

じめ指定した海岸にかかる高潮特別警戒水位を定めた場合も同様に行わなければならない。 

(5)  知事は、洪水予報を行った場合もしくは(4)の各特別警戒水位に達したときは、その旨を関係市町

の長に通知しなければならない。 

(6) 知事は、国土交通大臣から洪水予報の通知を受けた時は、直ちに水防計画で定める水防管理者及

び量水標等の管理者に通知しなければならない。 
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(7) 知事は、国土交通大臣から水防警報の通知を受けたとき、又は(3)項の水防警報を発表したときは、

水防計画で定める水防管理者及びその他水防に関係のある機関に通知しなければならない。 

(8) 知事は、国土交通大臣から河川の水位が洪水特別警戒水位に達した旨の通知を受けたときは、水防

計画で定める水防管理者及びその他水防に関係のある機関に通知しなければならない。 

(9) 知事は、あらかじめ指定した河川について、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水

害による被害の軽減に資する組織を総合的かつ一体的に推進するために必要な協議を行うための都

道府県大規模氾濫減災協議会を組織することができる。 

６ 市町防災会議の責任(法第15条第１項・第２項) 

(1)  市町防災会議は、市町地域防災計画において浸水想定区域ごとに、次に掲げる事項について定める

ものとする。 

ア 洪水予報及び特別警戒水位 (洪水、雨水出水、高潮)到達情報の伝達方法 

イ 避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保のために必要な事項 

ウ 災害対策基本法第48条第１項の防災訓練として市町村長が行う洪水、雨水出水又は高潮に係る

避難訓練の実施に関する事項 

エ 浸水想定区域(洪水、雨水出水、高潮)内に地下街等(地下街その他地下に設けられた不特定かつ

多数の者が利用する施設をいう。) 又は要配慮者利用施設(主として高齢者、障害者、乳幼児その

他の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設)で当該施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な

避難を確保する必要があると認められるものがある場合にあっては、これらの施設の名称及び所在

地 

オ 大規模な工場その他の施設(エを除く)であって市町の条例で定める用途及び規模に該当するも

のでその洪水時の浸水の防止を図る必要があると認められるものの名称及び所在地(所有者又は管

理者から申し出があった施設に限る。) 

カ その他洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項 

(2) 市町防災会議は、浸水想定区域内の前項エ及びオの施設について、その利用者の洪水時の円滑かつ

迅速な避難の確保が図られるよう洪水予報及び特別警戒水位到達情報の伝達方法を定めるものとす

る。 

７ 市町長の責任(法第13条の２第２項、法第14条の２第1項・第３項、法第15条第３項、法第15条の

３第３項、法第15条の11) 

(1) 市町長は、あらかじめ指定した排水施設等について、雨水出水特別警戒水位を定め、当該排水施設

等の水位がこれに達したときは、その旨を当該排水施設等の水位を示して水防管理者及び量水標管理

者に通知するとともに、必要に応じて報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければなら

ない。 

(2) 市町長は、あらかじめ指定した排水施設等について、浸水想定区域の指定を行い、その区域及び想

定される水深を公表する。 

(3) 市町長は、市町地域防災計画で定められた洪水予報の伝達方法、避難場所、その他円滑かつ迅速な

避難の確保のために必要な事項等を住民、滞在者その他の者に周知させるよう努めるものとする。 

(4) 浸水想定区域を含む市町長は、市町地域防災計画に定められた事項を住民、滞在者その他の者に周

知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならない。 

(5) 市町長は、要配慮者利用施設の所有者または管理者が避難確保計画を作成していない場合において、

洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要があると認めるときは、当該要配慮者利用施

設の所有者または管理者に対して必要な指示をすることができる。さらに、正当な理由なくその指示
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に従わなかったときは、その旨を公表することができる。要配慮者利用施設の所有者又は管理者より

報告を受けた避難確保計画及び避難訓練の結果について必要な助言又は勧告をすることができる。 

(6) 市町長は、洪水予報河川等以外の河川のうち、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保することが特に

必要と認める河川について、過去の降雨により当該河川が氾濫した際に浸水した地点、その水深その

他の状況を水害リスク情報として把握するよう努めるとともに、これを把握したときは、浸水実績等

を地図上に示した図面の公表、浸水実績等を付加した洪水ハザードマップの公表、町中の看板・電柱

等への掲示等により住民等に周知することとする。 

８ 市町地域防災計画に定められた地下街等の所有者又は管理者の責任(法第15条の２) 

(1) 当該地下街等の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時の浸水の防止を図るため

に必要な訓練その他の措置に関する計画を作成し、これを市町長に報告するとともに、公表しなけれ

ばならない。また計画を作成する場合において、当該地下街等と連続する施設であって、当該地下街

の利用者の避難の確保に著しい支障を及すおそれのあるものがある場合は、当該施設の所有者または

管理者の意見を聴くよう努めるものとする。 

(2) 洪水時の避難、浸水防止のための訓練を行わなければならない。 

(3) 自衛水防組織を置き、当該自衛水防組織の構成員その他国土交通省令で定める事項を市町長に報告

しなければならない。 

９ 市町地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者の責任(法第15条の３) 

(1) 当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練そ

の他の措置に関する計画を作成し、これを市町長に報告しなければならない。 

(2) 洪水時の避難のための訓練を行わなければならない。 

(3) 自衛水防組織を置くよう努めなければならない。 

10 市町地域防災計画に定められた大規模工場等の所有者又は管理者の責任(法第15条の４) 

(1)  当該大規模工場等の洪水時の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作 

成すること。 

(2)  洪水時の浸水防止のための訓練を行うこと。 

(3)  自衛水防組織を置くよう努めるものとする。 

11 水防管理者の責任(法第15条の６・７、法第17条) 

(1) 水防管理者は、洪水被害軽減地区を指定するときは、公示及び通知、標識を設置しなければならな

い。 

(2) 水防管理者は、水防警報が発せられたとき、水位が氾濫注意水位(警戒水位)に達したとき、その他

水防上必要があると認めるときは、水防団及び消防機関を出動させ、又は出動準備をさせなければな

らない。 

12 警察署の任務(法第22条) 

警察署は、水防のため水防管理者等から出動援助の要請等があったときは、協力するものとする。 

13 通信機関の責任(法第27条) 

通信機関は、水防上緊急を要する通信が迅速に行われるよう協力しなければならない。 

14 河川にかかる量水標管理者の責任(法第12条) 

河川にかかる量水標管理者(土木事務所長等)は、量水標の水位が水防団待機水位(通報水位)を超える

ときは、その水位の状況を関係者に通報しなければならない。 

15 一般県民の義務(法第24条、法第29条) 
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一般県民は、常に気象状況、水防状況等に注意し水防管理者等から要請があったときは、水防に従事

するとともに、水防管理者等から立ち退きの指示があったときは、その指示に従うものとする。 

 

 

第４節  安 全 配 慮 

洪水、雨水出水、津波又は高潮のいずれにおいても、水防団員等(水防活動に従事する者)は、自身の安

全確保に留意して水防活動を実施するものとする。 

避難誘導や水防作業の際も、下記の点について配慮し水防団員等は自身の安全を確保しなければならな

い。 

(1) 水防活動時にはライフジャケットを着用し、安否確認のため、災害時でも利用可能な通信機器を携

行する。またラジオを携行する等、最新の気象情報等を入手できる状態で水防活動を実施する。 

(2) 水防活動を指揮する指揮者は、水防活動が長時間にわたるときは、疲労に起因する事故を防止する

ため水防団員等を随時交代させる。 

(3) 水防活動は原則として複数人で行い、水防活動を行う範囲に応じて監視員を適宜配置する。 

(4) 指揮者又は監視員は、現場状況の把握に努め、水防団員の安全を確保するため、必要に応じ、速や

かに退避を含む具体的な指示や注意を行う。 

(5) 指揮者は水防団員等の安全確保のため、あらかじめ活動可能時間等を水防団員等へ周知し、共有す

るほか、活動中の不測の事態に備え、待避方法、待避場所、待避を指示する場合の合図等を事前に徹

底する。  

(6) 津波浸水想定の区域内にある水防団は、気象庁が発表する津波警報等の情報を入手し、活動可能時

間が確保できることを確認し、水防団員が自身の安全を確保できないと判断する場合は安全確保を優

先して避難する。 
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第４節 都道府県知事と気象庁長官が共同で行う洪水予報 

 

１ 洪水予報の対象区域(P72～P75参照) 

河川名 区    域 発 表 者 

市 川 
左岸 姫路市砥堀字林ノ谷１４００番の２２地先から海に至るまで 

右岸 姫路市砥堀字荒砂８３９番地先から海に至るまで 

中播磨県民ｾﾝﾀｰ 

神戸地方気象台 

武 庫 川 
左岸 尼崎市西昆陽４丁目１番１地先から海に至るまで 

右岸 西宮市一里山町３番１２地先から海に至るまで 

阪神南県民ｾﾝﾀｰ 

神戸地方気象台 

千 種 川 
左岸 赤穂郡上郡町上郡２１０番地先から海に至るまで 

右岸 赤穂郡上郡町大持２８５番地先から海に至るまで 

西播磨県民局 

神戸地方気象台 

２ 洪水予報の対象とする基準水位観測所 

河川名 

 

観 測 所
名 

所在地 

水  位 
河口 
からの
距離 

水 防 団 

待 機水位 

(通報水位) 

氾濫注意 水位 

( 警 戒 水 位 ) 

避難判断 

水 位 

氾濫危険水位 

( 危 険 水 位 ) 

計画高 
水位 

市  川 砥 堀 
姫路市 
砥堀 

3.30m 4.30m 5.20m 5.60m 5.79m 13.5km 

武 庫 川 甲武橋 
尼崎市 
武庫豊
町 

2.20m 3.20m 4.10m 5.20m 5.62m 8.05㎞ 

千 種 川 上 郡 
上郡町 
上郡 

2.70m 3.40m 3.80m 4.70m 5.70m 13.5km 

３ 指定河川洪水予報の種類、表題と概要 

種類 標題 概要 

 

洪水警報 

氾濫発生情報 氾濫が発生したとき、氾濫が継続しているときに発表される。 

新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避難誘導や救援活動等が必要となる。

災害がすでに発生している状況であり、命の危険があり直ちに身の安

全を確保する必要があるとされる警戒レベル５に相当。 

氾濫危険情報 氾濫危険水位に到達したとき、氾濫危険水位を超える状態が継続して

いるときに発表される。 

いつ氾濫が発生してもおかしくない状況、避難等の氾濫発生に対する

対応を求める段階であり、避難指示の発表の判断の参考とする。危険

な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

氾濫警戒情報 氾濫危険水位に達すると見込まれるとき、避難判断水位に達し更に水

位の上昇が見込まれるとき、氾濫危険情報を発表中に氾濫危険水位を

下回ったとき（避難判断水位を下回った場合を除く）、避難判断水位

を超える状況が継続しているとき（水位の上昇の可能性がなくなった

場合を除く）に発表される。 

高齢者等避難の発表の判断の参考とする。高齢者等の危険な場所から

の避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

洪水注意報 氾濫注意情報 氾濫注意水位に到達し更に水位の上昇が見込まれるとき、氾濫注意水

位以上でかつ避難判断水位未満の状態が継続しているとき、避難判断

水位に達したが水位の上昇が見込まれないときに発表される。 

ハザードマップ等により災害リスク等を再確認するなど、避難に備え

自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 
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２ 水防警報の対象とする量水標 

河川名 

水 防 警 報 の 対 象 と す る 量 水 標 

量水標 所在地 零点高 

水      位 
河口から

の 距 離 
水防団待機

水 位 
(指定水位) 

氾 濫 注 意 
水 位 
(警戒水位) 

計画高 
水 位 

猪名川 

藻 川 
小 戸 池田市西本町 21.307m 1.00m 2.50m 5.15m 19.4km 

加古川 

東条川 
国 包 加古川市上荘町国包 11.762m 1.50m 2.50m 6.76m 14.2km 

万願寺川 万願寺 小野市西脇町神子ヶ渕 23.000m 2.90ｍ 3.40ｍ 6.38m 
合流

1.5km 

揖保川 

中 川 

元 川 

龍 野 たつの市龍野町水神 22.000m 2.00m 3.00m 4.87m 12.9km 

栗栖川 東栗栖 たつの市新宮町芝田 47.401m 1.00m 1.50ｍ 2.91m 
合流

5.5km 

林田川 誉 たつの市誉田町誉 17.770m 1.00ｍ 1.40ｍ 4.00m 
合流

5.4km 

円山川 立 野 豊岡市立野 0.000m 2.50m 4.50m 8.16m 13.0km 

奈佐川 宮 井 豊岡市宮井 2.500m 2.10m 3.20m 5.09m 12.6km 

出石川 弘 原 豊岡市出石町弘原 6.500m 0.60m 2.40m 5.27m 24.2km 

 

３ 水防警報の種類 

種  類 内                 容 

待 機 水防団員の足留めを行うことを目的とし、主として気象予報に基づいて行う。 

準 備 
水防資器材の整備点検、水門等の開閉の準備、水防要員招集の準備、幹部の出動等に対するもので、

上流の雨量に基づいて発令する。 

出 動 水防団員の出動の必要を警告して行うもので、上流の雨量または水位に基づいて発令する。 

解 除 水防活動の終了の通知を行う。 

適 宜 水 位 水位の上昇下降、滞水時間、最高水位、時刻等、水防活動上必要とする水位状況を通知する。 

 
 
(津波時)※姫路河川国道事務所のみ 

種  類 内                 容 

出 動 水防機関が出動する必要がある旨を警告するもの。 

解 除 水防活動の必要が解消した旨を通告するもの。 
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４ 水防警報の発令基準 

河 川 名 量 水 標 待 機 準 備 出 動 解 除 

猪名川 
藻川 

小戸 
水防団待機水位(指定水

位)に達する時 

氾濫注意水位(警戒水位)

に達する１時間前 

氾濫注意水位(警戒水位)

に達する 30分前 

水防活動の必要がなく

なった時 

加古川 
東条川 

国包 
氾濫注意水位(警戒水位)

に達する３時間前 

氾濫注意水位(警戒水位)

に達する２時間前 

氾濫注意水位(警戒水位)

に達する１時間前 

水防活動の必要がなく

なった時 

万願寺川 万願寺 
水防団待機水位(指定水

位)に達した時 

水防団待機水位(指定水

位)に達した時 

氾濫注意水位(警戒水位)

に達した時 

水防活動の必要がなく

なった時 

揖保川 
中川・元川 

龍野 
氾濫注意水位(警戒水位)

に達する３時間前 

氾濫注意水位(警戒水位)

に達する２時間前 

氾濫注意水位(警戒水位)

に達する１時間前 

水防活動の必要がなく

なった時 

栗栖川 東栗栖 
水防団待機水位(指定水

位)に達した時 

水防団待機水位(指定水

位)に達した時 

氾濫注意水位(警戒水位)

に達した時 

水防活動の必要がなく

なった時 

林田川 誉 
水防団待機水位(指定水

位)に達した時 

水防団待機水位(指定水

位)に達した時 

氾濫注意水位(警戒水位)

に達した時 

水防活動の必要がなく

なった時 

円山川 立野 
水防団待機水位(指定水

位)に達した時又は氾濫

注意水位(警戒水位)に達

する３時間前 

氾濫注意水位(警戒水位)

に達する２時間前 

氾濫注意水位(警戒水

位)に達する１時間前 

水位が氾濫注意水位

(警戒水位)を下回り水

防活動の終わる時 

奈佐川 宮井 

出石川 弘原 

注１) 待機及び準備の２段階は省略することができる。 
注２) 水防警報を発表できない場合は、理由を付して関係者に通知する。 
 
 
(津波時)※姫路河川国道事務所のみ 

河 川 名 観測所名 出 動 解 除 

加 古 川 国 包 
津波注意報・警報が発表された等、必要

と認めるとき 

津波注意報・警報が解除され、水防活動の必要が

なくなったとき、巡視等により被害が確認されな

かったとき、または応急復旧が終了したとき等、

水防作業を必要とする河川状況が解消したと認め

るとき 

揖 保 川 

龍 野 
津波注意報・警報が発表された等、必要

と認めるとき 

津波注意報・警報が解除され、水防活動の必要が

なくなったとき、巡視等により被害が確認されな

かったとき、または応急復旧が終了したとき等、

水防作業を必要とする河川状況が解消したと認め

るとき 

中    川 

元       川 
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４ 水防警報の発表 

(1) 洪水・高潮発生時 

知事が水防警報を発する河川又は海岸について、県民局長等(県民局長及び県民センター長)は、水

防本部長からの情報及び指令並びに現地の雨量、河川水位及び潮位状況を判断し、管内水防管理団体、

その他水防に関係のある機関と特に密接な連絡を保ち、基準量水標の水位及び検潮器の潮位が、下表

に基づき県民局長等が定める基準に達した場合は、速かに水防警報を発する。 

また、地震による堤防の漏水、沈下等により被害が予想される場合も速やかに水防警報を発する。 

なお、土木事務所長等は、その状況を所管区域内の水防管理者に急報するとともに上下流の関係機

関及び交通機関に通知するものとする。 

 標準的な発表基準 

１号 

(待機) 

水位又は潮位観測所の水位又は潮位が水防団待機水位(通報水位)、又は通報潮位を○㎝

(各県民局等において河川、海岸毎の特性を考慮して設定)上回り、さらに水位又は潮位が上

昇するおそれがあるとき 

２号 

(準備) 

水位又は潮位観測所の水位又は潮位が○ｍ(各県民局等において、水防団待機水位(通報水

位)又は通報潮位と氾濫注意水位(警戒水位)又は警戒潮位の概ね中間～2/3で設定)に達し、

氾濫注意水位(警戒水位)又は警戒潮位に達するおそれがあるとき 

水防事態の発生が予想され、数時間の間に水防活動の必要が予想されるとき 

３号 

(出動) 

水位又は潮位観測所の水位又は潮位が氾濫注意水位(警戒水位)、又は警戒潮位に達し、さ

らに水位又は潮位が上昇するおそれがあるとき 

水防事態が切迫し、又は水防態勢の規模が大きくなったとき 

４号 

(解除) 

水位又は潮位観測所の水位又は潮位が氾濫注意水位(警戒水位)(又は当該水位－○㎝)、又

は警戒潮位を下回り、今後水位又は潮位の上昇の見込みもなく、水防活動の必要がなくなっ

たとき 

注１)待機及び準備の２段階は省略することができる。 

注２)水防警報を発表できない場合は、理由を付して関係者に通知する。 

(2) 津波発生時 

津波による水防活動は緊急性を要することが想定される。 

原因となる地震発生時から津波の来襲までに施設巡視・閉鎖を実施して災害の発生を未然に防止す

るため、速やかな出動が必要であることから、待機及び準備の２段階は省略するものとする。 

津波にかかる注意報・警報の発表があった時は、県民局長等は速かに水防警報を発する。 

ただし、水防団員等が各水防活動場所において、前もって定めた「活動可能時間」を確保できない

恐れがあり、水防団員等が自身の安全を確保できないと判断する場合は、安全確保を優先して避難さ

せることとする。 

 

 標準的な発表基準 

３ 号 

(出動) 
津波注意報・警報が発表されたとき。(自動発表) 

４ 号 

(解除) 
津波注意報・警報が解除され、水防活動の必要がなくなったとき。  

 

31



 

５ 水防警報の通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 水位周知河川、水位周知海岸における水位情報の周知・公表 

１ 国土交通大臣が行う水位情報の通知及び周知 

 (1) 対象河川及び特別警戒水位(氾濫危険水位) 

河川名 量水標 
特別警戒水位 

(氾濫危険水位) 
国土交通省担当事務所 

東条川 国包 4.7m 

姫路河川国道事務所 

万願寺川 万願寺 6.0m 

林田川 誉 3.1m 

栗栖川 東栗栖 2.3m 

引原川※ 三軒家(県)   3.1m※ 

奈佐川 宮井 4.9m 豊岡河川国道事務所 

         ※県の基準量水標における避難判断水位を準用 

 

(2) 水位情報の通知及び周知 
ア 国土交通省関係事務所長は、水位周知河川の水位が特別警戒水位(氾濫危険水位)に達したときは、

その旨を兵庫県水防本部長及び関係市町長に通知するとともに、報道機関の協力を求めて一般に周

知する。 
イ 兵庫県水防本部長は、国土交通省関係事務所長からアの通知を受けたときは、関係水防管理団体

に通知する。(通知方法は、国土交通大臣の発する水防警報と同じ。P28～P29) 

県民局長等 

 
神戸地方気象台 

災害対策課 

報道・交通機関 

 

水防本部(水防本部長) 

 県民局内関係機関 

 総務企画室(県民交流室) 

 関係健康福祉事務所 

 関係土木事務所 

 関係港管理事務所 

 (関係ある場合のみ) 

 関係農林(水産)振興事務所 

 関係土地改良事務所 

 (関係ある場合のみ)  等 

県関係機関 

国土交通省河川関係事務所 

関係水防管理団体 

関係警察署 

自衛隊 
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第７章 水 防 活 動 

第１節 巡 視 ・ 点 検 

１ 平常時 

水防管理者、水防団長又は消防機関の長(以下この章において「水防管理者等」という)は、随時区域 

内の河川、海岸、堤防・津波防護施設等を巡視し、水防上危険であると認められる箇所があるときは、 

直ちに当該河川、海岸、堤防・津波防護施設等の管理者(以下「河川等の管理者」という。) に連絡して 

必要な措置を求めるものとする。上記に係る通知を受けた河川等の管理者は、必要な措置を行うととも 

に、措置状況を水防管理者に通知するものとする。 

河川等の管理者が自ら行う巡視等において水防上危険であると認められる箇所を発見した場合は、必 

要な措置を行うとともに、措置状況を水防管理者に通知するものとする。 

水防管理者等が、出水期前や洪水経過後、高潮や津波終息後などに、重要水防箇所又は洪水箇所、そ 

の他必要と認める箇所の巡視を行う場合には、必要に応じて河川等の管理者に立会又は共同で行うこと 

を求めることができるものとする。 

２ 非常時 

(1) 洪水・高潮 

水防管理者等は、洪水・高潮にかかる水防警報等が発表されたときは、河川、海岸等の監視及び警

戒をさらに厳重にし、特に既往の被害箇所その他重要な箇所を中心として巡視するものとする。また、

次の状態に注意し、異常を発見したときは、自身の安全及び避難を優先して水防作業を実施するとと

もに、所轄土木事務所長等及び河川等の管理者に報告し、所轄土木事務所長等は水防本部長に報告す

るものとする。 

ア 堤防から水があふれるおそれのある箇所の水位(潮位)の上昇 

イ 堤防の上端の亀裂または沈下 

ウ 海側又は、川側堤防斜面で水当りの強い場所の亀裂または欠け崩れ 

エ 居住地側堤防斜面の漏水または飽水による亀裂および欠け崩れ 

オ 排水門・取水門・閘門の両軸または底部よりの漏水と扉の締まり具合 

カ 橋梁その他の構造物と堤防との取り付け部分の異状 

(2) 津波 

水防管理者等は、津波にかかる水防警報等が発表されたときは、時間等の余裕がある範囲において

河川、海岸等の警戒をさらに厳重にし、異常を発見したときは、自身の安全及び避難を優先して水防

作業を実施するとともに、所轄土木事務所長等及び河川等の管理者に報告し、所轄土木事務所長等は

水防本部長に報告するものとする。 

 

第２節 水 防 作 業 

１ 洪水・高潮 

水防管理者等は、水防作業を必要とする異常事態が発生したときは、次の活動を行う。但し、当該水

防管理者は、水防団員等の安全が確保できないと判断した場合はこの限りではない。 

なお、被害を未然に防止し、又は被害の拡大を防ぐ作業を行うにあたっては、堤防の構造、流速、護

岸、浸水域及び近接地域の状態等を考慮して最も適切な工法を選択し実施するものとする。 
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